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SSバリューと許容応力度計算の 
比較について 
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１. 木造住宅の構造計算の種別について 
  ～ 主に以下の体系になっています ～（超大規模物件は除く） 

仕様規定ルート 
壁量計算 

《品確法   》 
住宅性能表示 

制度 

構造計算ルート 
許容応力度計算 

建築基準法が要求する 
耐震性能の1.5倍 

3階建て、500㎡超 
(いわゆる2号建築物) 

 

1・2階建て、500㎡未満 
(いわゆる4号建築物) 

耐震等級3 

Point ● 建築基準法では建物規模によって2つの計算ルートを設定しています 
● 建築基準法とは別に品確法による住宅性能表示制度があり 
    耐震性能のランク付を行っています 

耐震等級3 

耐震等級2 耐震等級2 

施行令第8節 
許容応力度計算 

施行令第3節(46条) 
壁量計算 

建築基準法が要求する 
耐震性能の1.25倍 

建築基準法が要求する 
耐震性能 

※ 住宅の品質確保の 
    促進等に関する法律 
   （2000年施行） 

※ 

耐震等級1 

計算ルート 

耐震性能 
強い 
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２. SSバリューにおける構造計算の種別について 

仕様規定ルート 
壁量計算 

《品確法   》 
住宅性能表示 

制度 

構造計算ルート 
許容応力度計算 

建築基準法が要求する 
耐震性能の1.5倍 

3階建て、500㎡超 
(いわゆる2号建築物) 

 

1・2階建て、500㎡未満 
(いわゆる4号建築物) 

耐震等級3 耐震等級3 

耐震等級2 耐震等級2 

施行令第8節 
許容応力度計算 

施行令第3節(46条) 
壁量計算 

建築基準法が要求する 
耐震性能の1.25倍 

建築基準法が要求する 
耐震性能 

※ 住宅の品質確保の 
    促進等に関する法律 
   （2000年施行） 

※ 

耐震等級1 

計算ルート 

耐震性能 
強い 

① ② 

Point ● 1・2階建ては①を採用 
    ※ ただし②も対応可、また特殊物件(スキップフロア物件等)は②を採用 
● 3階建ては②を採用 

  ～ 建物規模によって以下の種別を採用しています ～ 
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３．1・2階建ての品確法・耐震等級3の構造検討内容について 

Point 1 壁を強く(多く) 

床と屋根を強く 

接合部を強く 

基礎を強く 

梁を強く 

大地震に耐えられる耐力壁の量を確保！ 

建物をふたのある箱になるようにして「ねじれ」に強く！ 

強い箱になるように金物で材料を一体化！ 

建物を支える強さを確保！ 

人や家具の重さに耐えられる梁の太さ！ 

壁のバランスをよく 
偏りなく配置して「ねじれ」に強く！ 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

ねじれやすい 
強い！ 

Point 6 

建築基準法で設定している大地震 
《関東大震災クラス…数百年に一度程度発生する地震》 
の1.5倍の地震力 

現在の標準的な住宅 
を想定した荷重設定 

Point あらかじめ想定した建物及び地震力に対して 
6項目の評価基準について定められた検討を行い耐震性を確認 
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４. 許容応力度計算について 

荷重・外力算定 

基準法壁量計算（仕様規定） 

水平力に対する許容応力度計算 

鉛直荷重に対する許容応力度計算 

局部荷重に対する許容応力度計算 

基礎の許容応力度計算 

屋根葺き材の計算 

※ 耐震等級3とする場合は外力を1.5倍にする 

Point 設計者が建物毎に設定した建物(重量)及び地震力(1～3等級)に対して 
7項目の評価基準について1部材毎に定められた検討を行い耐震性を確認 

目次(実施項目) 
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許容応力度計算の評価項目 許容応力度計算 耐震等級３ 《参考》基準法 

荷重算定 物件毎に算定 
現在の標準住宅 
をベースに基準化 

（基準法の約1.3倍） 

昭和初期の住宅 
をベースに基準化 
(現在より軽い) 

外力算定 任意に設定 
何もしないと基準法レベル 

基準法の1.5倍を想定 
して基準化 

関東大震災を 
ベースに基準化 

基準法壁量計算（仕様規定） 実施 実施 実施 

水平力に対する許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 一部のみ仕様規定化 

鉛直荷重に対する許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 × 

局部荷重に対する許容応力度計算 実施 × × 

基礎の許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 一部のみ仕様規定化 

屋根葺き材の計算 実施 × × 

Point ● 許容応力度計算に対して耐震等級3の未実施項目は細部検討の2項目のみ 
● 建物毎に荷重・外力設定しているのが許容応力度計算の大きな特徴 
● 耐震性の根幹の部分は耐震等級3でも簡便化基準とはいえ実施されている 

5. 各計算の比較   ～許容応力度計算との比較～ 



7 

６．許容応力度計算と耐震等級3の関係性について 

水平
耐力
Qa 

《Q ≦ Qa》  《P ≦ Pa》 を確認 

地震力 
(水平荷重) 

Q 

建物に発生する外力 
(水平荷重・鉛直荷重)を 
建物毎に計算し、さらに 
1部材毎に振り分けられる 
力を計算、その力より各部材
の耐力が大きいことを確認 

・標準的な建物の許容応力度計算結果より、耐震性で特に 
  重要な６項目の指標に整理・基準化することで計算を簡便化 

基準のもとになっているのは許容応力度計算 

※ 想定している標準的な建物から大きく外れる建物に、この基準をそのまま 
    適用するのは危険（根拠が弱まる） 

Point ● 耐震等級3の基準は許容応力度計算結果をベースに設定されている 
    簡便に計算できるようにしただけであり耐震の考え方は許容応力度計算と一緒 
● 詳細度は許容応力度計算が勝るが耐震性と連動しているわけではない 

・例えば、柱は1部材毎の計算は省略しているが柱の太さ(最低 
  断面)や長さ(横架材間距離)を制限することで耐力を確保 

鉛直荷重 P 

鉛直
耐力
Pa 

部材毎に計算結果がある 

部材毎の計算結果は無いが、耐力を検討していない 
わけではなく、別の簡便な耐力確保手段を設けている 
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７． SSバリューオリジナル計算図書① 
◆ 基礎マニュアル ◆ 梁成計算書 

独自に許容応力度計算をもとに作成したオリジナル 
スパン表を適用、データを細分化することで余分な耐力
を排除した経済設計を実現、また計算ソフトに盛込み
自動計算させることで安定した設計品質を確保 

プレカット工場の梁成計算ソフトを活用して 
梁1本毎に許容応力度計算を実施、品確法で
推奨しているスパン表に比べて詳細かつ実態
(荷重のかかり方)に見合った計算が実現 

Point 品確法・耐震等級3の計算手法をベースにしていますが、基礎と梁の計算においては 
独自性を出し差別化を実施、設計品質・精度向上や経済設計も加味しています 
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８． SSバリューオリジナル計算図書② 

確実な耐震性確保の為に、力の流れを踏まえた構造検討の実施や個別検討を取り入れています 

◆ スキップフロアー系物件について ◆ 屋上利用物件対応について ◆ 吹抜け部の耐風梁対応について 

力の流れを加味した上でタイプ分けを行い 
それぞれに最適な検討を実施します。危険な
建物は許容応力度計算ルートを適用します。 

建物重量が重いと地震力が増すので 
耐力壁の割増を実施します。 
基礎も同様に配筋を必要分だけ増強します。 

大きな吹抜けがある場合は、建物の 
変形の防止や風に対する検討を追加し 
適切な梁のサイズを確保します。 

事例 1 事例 ２ 事例 ３ 

Point 

  ～ 局部荷重に対する構造検討や標準外物件への対処 ～ 

品確法・耐震等級3の計算手法をベースにしていますが、耐震性に大きく影響する 
項目は許容応力度計算と同等の個別検討を実施しています 
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９. 屋根葺き材の検討について 
屋根メーカーにて商品毎に検討して施工基準に盛り込むケースが多く 

各社施工基準を準拠することで安全性は確保 

Point 許容応力度計算の検討項目にはなっているが、メーカーの施工基準準拠によって 
安全性は確保できる 
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10．SSバリューの計算内容の比較・まとめ 
許容応力度計算の評価項目 許容応力度計算 耐震等級３ SSバリュー 

荷重算定 物件毎に算定 
現在の標準住宅 
をベースに基準化 

（基準法の約1.3倍） 
同左 

外力算定 任意に設定 
何もしないと基準法レベル 

基準法の1.5倍を想定 
して基準化 同左 

基準法壁量計算（仕様規定） 実施 実施 実施 

水平力に対する許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 標準外は個別検討 

鉛直荷重に対する許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 許容応力度計算と同等 

局部荷重に対する許容応力度計算 実施 × 標準外は個別検討 

基礎の許容応力度計算 実施 簡便化基準で実施 許容応力度計算と同等 

屋根葺き材の計算 実施 × ×（メーカー施工遵守） 

Point SSバリューは品確法・耐震等級3の計算手法をベースにしていますが、独自に 
耐震性向上手法も取り入れ許容応力度計算と遜色ない耐震性能を満たしています 
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11. まとめ（イメージ） 

建築基準法 

《耐震等級1》 

品確法・耐震等級3 許容応力度計算 

《耐震等級3》 

耐震性能・目標は同等(アプローチが異なるだけ) 

Point ● 計算ルートは異なっても耐震性能や耐震目標は同一基準であり、公的証明 
    (住宅性能表示・長期優良住宅等)を取得することで国がそれを証明しています 
● 大切なのは採用した計算ルートではなくどのように考えて設計しているかです 

想定地震力を基準法 
レベルで設計していれば
耐震性能は低い 

公的証明が取得可能 
（性能表示・長期） 

SSバリューの耐震性能と許容応力度計算の耐震性能に差はありません！ 

イメージ 

強い 

関東大震災クラス 

関東大震災クラス
の1.5倍 

SSバリュー 
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《参考》. 建築基準法における区分について 

◆ 建築基準法 第6条 

いわゆる 
【4号建築物】 

① 建築確認の区分について 
※ 出典：国土交通省 

いわゆる 
【構造計算物件】 
【適判物件】 

Point 

3階建て 
  ⇒ 2号建築物 
 
2階建て（平屋） 
  ⇒ 4号建築物 

（構造計算適合性判定） 
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② 構造計算の区分について 

※ 出典：国土交通省 

基準法 第6条 
2号建築物で 
構造計算物件 

◆ 建築基準法 第20条 

基準法 第6条 
4号建築物 

基準法 第6条 
2号建築物で 
適判物件 

Point 
3階建て 
  ⇒ 許容応力度計算 
      が必須(ルート1) 
 
2階建て（平屋） 
  ⇒ 構造計算不要 
      (仕様規定ルート) 
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③ 安全性の確認について 

『安全性を無視していい』 という意味ではありません 

建築基準法上、4号建築物は構造計算及び構造計算書の提出を省略できます 

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に 
対して安全な構造のものとして、  ～ 略 ～  基準に適合するものでなければならない 

◆ 建築基準法 第20条（抜粋） 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること 
ロ 前三号に定める基準のいずれかに該当すること 

【ロ】はいわゆる構造計算適合を意味します 
【イ】はいわゆる仕様規定（壁量計算等）適用を意味します 

【イ】を準拠することで 
『安全な構造』である 
と判定するのが4号建築物です 

4号建築物は次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること 
～  

Point 『構造計算をしない・出さない』 からといって 『安全性を確認していない』 わけではありません 

略 

だからといって・・ 
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